
住　建具の取替え
住　把手を棒状把手に取替え
住　扉の吊り元変更など

住　手すり取付け

外　手洗器、収納棚取付け

外　暖房機設置

住　和式便器を洋式便器に取替え
　　（便器の取替えに伴う場合に限り、
　　　洗浄機能付き便座は可）

住　床上げ、床下げ
住　滑りにくい床材に取替え

住　便器のかさ上げ

トイレ

住　リモコン（便器の取替えに伴う場合）

住　住宅改修
用　福祉用具貸与または購入
外　支給対象外

用　補高便座（洗浄機能付きのものも可）
　　　⇒用具購入

〔参考資料〕



浴 室

用　浴槽内リフト⇒用具貸与

住　住宅改修
用　福祉用具貸与または購入
外　支給対象外

住　

〔参考資料〕



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

松山市介護保険制度における住宅改修の手引き 

 

令和６年 1 月 第４版発行 

 発行・編集 

松山市 介護保険課 介護給付担当 

〒790-8571 松山市二番町四丁目７番地２ 

TEL 089-948-6885・6924 ／ FAX 089-934-0815 

H P  https://www.city.matsuyama.ehime.jp/kurashi/kaigohoken/index.html 

＊本資料は、松山市公式ホームページからダウンロードできます。 

https://www.city.matsuyama.ehime.jp/kurashi/kaigohoken/index.html

